
戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器等更新一式の賃貸借 仕様書 

１． 件名 

戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器等更新一式の賃貸借 

２． 納入場所 

桑名市役所戸籍・住民登録課 

サテライトオフィス 

大山田地区市民センター 

多度地区市民センター 

長島地区市民センター 

その他、発注者が指定する場所 

３． 期 間 

令和８年３月１日から令和 13 年２月 28日（60ヵ月） 

※令和８年３月１日から戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービスが正常に使用可能な

状態であること。 

４． 支払い 

発注者から受注者への支払は、毎月分を月末締め後払いとし、60か月の均等払いとすること。 

５． 対象物件 

（１） 機器一式 

（２） 構築に係る作業及びドキュメント一式 

※別紙①「桑名市役所戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス導入機器一

覧」のとおり 

６． 対象物件について 

対象物件の調達等については下記の指定業者へ問い合わせること。 

（１）問い合わせ先 

富士フイルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 中部支店 

支店長 藤懸 孝司 

 住所 愛知県名古屋市中区栄一丁目 12番 17 号 

    富士フイルム名古屋ビル６Ｆ 

担当：公共事業本部 中部支店 エリアリーダー 谷崎 慎治 

電話：052-684-5153 / ＦＡＸ：052-222-9851  

  （２）調達価格１４，３９２，０００円（税抜き価格） 

  （３）調達に係る契約等 

     対象物件の調達に係る契約及び機器に関する質問は桑名市を介さず、問い合わせ先へ直 

接行うこと。   



７． 契 約 

（１） 契約内容 

契約書の内容については落札者と桑名市との協議によって決定するものとする。ただ

し、別紙②「賃貸借契約書の条項」に記載の内容については必ず盛り込むこと。 

（２） 動産総合保険 

対象物件には動産総合保険を付保し、入札金額に含めること。 

８． 物件の撤去等 

賃貸借期間終了後、対象物件の内、ハードウェア類については桑名市の費用負担においてデー

タ消去等の処理を行い、その後、落札者の費用負担において撤去を行うものとする。ただし、

戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス導入機器一覧に記載されたエッジサーバは

賃貸借期間終了後に発注者に無償譲渡すること。 



別紙①「桑名市役所戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス導入機器一覧」 

 

機器 品目 型番 個数 備考

Express5800/R110k-1M 8x2.5型ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾓﾃﾞﾙ(U.3 NVMe

x1/SAS/SATA)
N8100-2998Y 1

CPUﾎﾞｰﾄﾞ(10C/2.70GHz/Silver 4410T) N8101-1839 1

ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄ N8103-218 1

RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP) N8103-243 1

内蔵NVMe/SAS/SATAｹｰﾌﾞﾙ K410-537(00) 1

増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD N8150-636 4

16GB増設ﾒﾓﾘﾎﾞｰﾄﾞ(1x16GB/R/SR) N8102-759 4

AC電源ｹｰﾌﾞﾙ(3m) K410-E246(03) 2

1U標準ﾋｰﾄｼﾝｸ N8101-1854 1

電源ﾕﾆｯﾄ(800W/Platinum) N8181-160A 2

1U標準ﾌｧﾝ N8181-205 1

1U標準ﾌｧﾝ(増設用) N8181-206 1

無停電電源装置(1500VA)(ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ用) N8142-101 1

Express5800/R110k-1M Starter Pack UL9020-B168 1

増設RS-232Cｺﾈｸﾀｷｯﾄ N8117-25 1

PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1 UL1057-003 1

内蔵DVD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ N8151-137 1

1U内蔵DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ増設ｷｯﾄ N8154-180 1

Type-C ﾎﾟｰﾄｶﾞｰﾄﾞ（鍵付） ESL-TYPEC1 1

Type-C ｽﾄｯﾊﾟｰ（鍵なし） ESL-TYPEC1K 1

USBﾎﾟｰﾄｶﾞｰﾄﾞ（鍵付） ESL-USB1 1

USBｽﾄｯﾊﾟｰ（鍵なし） ESL-USB1K 4

ｻｰﾊﾞｾｷｭﾘﾃｨ③ ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸｶﾞｰﾄﾞ（ｶﾞｰﾄﾞ10個（黒）＋専用工具1個（黒）) SL-68N 8

ﾌﾗﾝｼﾞ Type5 8PORT用 B02014-98891 2

M5ﾅｯﾄ(30個) N8140-817 1

QX-S608GT基本部(AC) B02014-00621 2

無停電電源装置(500VA) N8180-68C 1

電源ﾀｯﾌﾟ（AC100V） N8580-36 1

18.5型LCDｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ(1Server) N8143-142 1

ﾏｳｽ N8170-22 1

MKL42/C-M・Windows11 IOT LTSC・Ci3 PC-MKL42CZRM 4

暗号化機能付 256GB SSD PC-P-HAC25M 4

8GBﾒﾓﾘ(8GB×1) PC-P-MSC80M 4

19型SXGA液晶 LCDAS194MI-CD 4

USB 109ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ&USB ﾚｰｻﾞｰﾏｳｽ PC-P-KBEULC 4

再ｾｯﾄｱｯﾌﾟDVD(Win11 IOT 2024 LTSC) PC-P-BCC1LM 1

標準添付品ｾｯﾄ PC-P-KTC1LM 4

DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ&ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾏｳﾝﾄ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ PC-P-C8CDLM 3

DVDｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞ&ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾏｳﾝﾄ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ PC-P-C8CMLM 1

MultiWriter 3M550 PR-L3M550 5

ﾄﾚｲﾓｼﾞｭｰﾙ(600) PR-L3M550-03 5

QX-S608GT基本部(AC) B02014-00621 2

無停電電源装置(500VA) N8180-68C 2

ﾏｰｶｰﾀｲ CA-606KN 5

ﾂﾒ折れ防.CAT5eLANｹｰﾌﾞﾙ（3m・ﾎﾜｲﾄ） LA-Y5TS-03 10

ﾂﾒ折れ防.CAT5eLANｹｰﾌﾞﾙ（5m・ﾎﾜｲﾄ） LA-Y5TS-05 2

ﾂﾒ折れ防.CAT5eLANｹｰﾌﾞﾙ（10m・ﾎﾜｲﾄ） LA-Y5TS-10 11

MKL42/C-M・Windows11 IOT LTSC・Ci3 PC-MKL42CZRM 4

暗号化機能付 256GB SSD PC-P-HAC25M 4

8GBメモリ(8GB×1) PC-P-MSC80M 4

19型SXGA液晶 LCDAS194MI-CD 4

USB 109キーボード&USB ﾚｰｻﾞｰﾏｳｽ PC-P-KBEULC 4

再ｾｯﾄｱｯﾌﾟDVD(Win11 IOT 2024 LTSC) PC-P-BCC1LM 4

標準添付品ｾｯﾄ PC-P-KTC1LM 4

DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ&ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾏｳﾝﾄ･ﾌﾞﾗｹｯﾄ PC-P-C8CDLM 4

MultiWriter 3M550 PR-L3M550 3

ﾄﾚｲﾓｼﾞｭｰﾙ(600) PR-L3M550-03 3

QX-S608GT基本部(AC) B02014-00621 3

無停電電源装置(500VA) N8180-68C 3

支所LANｹｰﾌﾞﾙ ﾂﾒ折れ防.CAT5eLANｹｰﾌﾞﾙ（10m・ﾎﾜｲﾄ） LA-Y5TS-10 8

消耗品 CD-RW・1-4倍速対応・容量700MB・5枚ﾊﾟｯｸ/1枚ずつﾌﾟﾗｹｰｽ入り CDRW80MQ.S1P5S 2

純正PR消耗品 PR-L3M550-11　ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ（6k） PR-L3M550-11 9

Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack DG7GMGF0PWHC:0003 1

Windows Server 2025 - 1 Device CAL DG7GMGF0PWHT:0005 1
OS関連

本庁HUB

本庁LANｹｰﾌﾞﾙ

支所CL(小型FAT)

支所PR(ﾒｰｶｰ純

正)

支所HUB

本庁PR(ﾒｰｶｰ純

正)

ｴｯｼﾞｻｰﾊﾞ

ｻｰﾊﾞｾｷｭﾘﾃｨ②

ﾗｯｸ関連

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ関連

本庁CL(小型FAT)



別紙② 

賃 貸 借 契 約 書 の 条 項 

（総則） 

第１条 借受者及び貸付者は、標記の契約書及びこの約款（以下「契約書」という。）に基づき、

別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等（以下「仕様書等」とい

う。）に従い、この契約を履行しなければならない。 

２ 貸付者は、仕様書等記載の物件（以下「この物件」という。）を契約書記載の賃貸借期間にお

いて、仕様書等に従い借受者に賃貸するものとし、借受者は、その契約代金を貸付者に支払うも

のとする。 

３ この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。 

４ 貸付者は、この契約の履行に関して知り得た借受者の保有する個人情報その他業務上の秘密を

外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。この契約が終了した後においても同様

とする。 

５ この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わ

なければならない。 

６ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、借受者の事務所の所在地を管轄す

る日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 貸付者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保

の目的に供することができない。ただし、あらかじめ借受者の承諾を得たときは、この限りでな

い。 

（一般的損害等） 

第３条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）に

ついては、貸付者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害（保険その他によりてん

補された部分を除く。）のうち、借受者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、借

受者が負担するものとする。 

（物件の納入等） 

第４条 貸付者は、この物件を、借受者が指定する場所（以下「納入場所」という。）へ仕様書等

に定める日時までに貸付者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日

（以下「使用開始日」という。）から借受者の使用に供しなければならない。 

２ 借受者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、借受者の職員をして立会



い、指示その他の方法により、貸付者の履行状況を監督させることができる。 

３ 貸付者は、この物件を納入するときは、借受者の定める項目を記載した納品書を提出しなけれ

ばならない。 

４ 貸付者は、この物件を納入する上において当然必要なものは、貸付者の負担で行うものとす

る。 

（検査） 

第５条 借受者は、貸付者から納品書の提出を受理した日から起算して 10 日以内に検査し、その

検査に合格したときをもって、貸付者からこの物件の引渡しを受けたものとする。 

２ 貸付者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければなら

ない。 

３ 貸付者は、第１項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てるこ

とができない。 

４ 借受者は、必要があるときは、第１項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質

等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前２項の規定を準用す

る。 

５ 第１項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件

に係る損失は、すべて貸付者が負担するものとする。 

（引換え又は手直し） 

第６条 貸付者は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第１項の検査に合

格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければ

ならない。この場合においては、引換え又は手直しの完了を前条第１項に規定する検査の合格と

みなして前２条の規定を適用する。 

（使用開始日の延期等） 

第７条 貸付者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、借受者に対し、

速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。 

２ 貸付者が前項の届出をした場合において、借受者は、その理由が貸付者の責めに帰すことがで

きないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。 

第８条 貸付者の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない

場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みがあるときは、借受者

は、貸付者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。 

２ 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の



契約代金の総額（以下「契約代金の総額」という。）に納入をした日現在の政府契約の支払遅延

防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の

率を乗じて計算した額（100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額

又はその全額を切り捨てるものとする。）とする。 

３ 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。 

（契約代金の支払い） 

第９条 貸付者は、この物件を借受者が使用した月（以下「当該月」という。）の翌月以降、毎月

１回契約書記載の契約代金を借受者に請求することができる。ただし、借受者が仕様書等におい

て請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約代金の計算は、月の初日から末日までを１月分として計算するものとする。この場

合において、当該月の使用が１月に満たないとき又は前２条による使用開始日の延期等により、

当該月における物件の使用が１月に満たなくなったとき（借受者の責めに帰すべき理由による場

合を除く。）は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。ただし、仕様書等において

別に定めた場合は、この限りでない。 

３ 借受者は、第１項の規定により貸付者から請求があったときは、貸付者の履行状況を確認の

上、その請求を受理した日から起算して 30 日以内に、第 1項に定める契約代金を貸付者に支払

うものとする。 

４ 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により、前項の期限内に契約代金を支払わないとき

は、貸付者に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に支払い

をした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256 号）に基づき定

められた政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額（100 円未満の端数があるとき又は

100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。）を遅延利息として

支払うものとする。 

（転貸の禁止） 

第 10 条 借受者は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ貸付者の承諾

を得たときは、この限りでない。 

（公租公課） 

第 11 条 この物件に係る公租公課は、貸付者が負担するものとする。 

（物件の管理責任等） 

第 12 条 借受者は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 借受者は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、借受者の通常の業務の範囲内で使用

するものとする。 



３ この物件に故障が生じたときは、借受者は、直ちに貸付者に報告しなければならない。 

（保険） 

第 13 条 貸付者は契約期間中、貸付者の負担によりこの物件に対して動産総合保険を付保するも

のとする。 

２ 借受者は、貸付者に支払われた保険金の限度内において、貸付者に対する損害賠償を免れるも

のとする。 

（契約不適合責任） 

第 14 条 借受者は、引渡しを受けた物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは、貸付者に対し、当該物件の修補又は代替品の引

渡しによる履行の追完を請求することができる。その場合において、貸付者は、借受者に不相当

な負担を課するものでないときは、借受者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をする

ことができる。 

２ 前項の場合において、借受者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行

の追完がないときは、借受者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求すること

ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代

金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不可能であるとき。 

(2) 貸付者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、貸付者が履行の追完をしないでその時

期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、借受者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 前２項の規定は、借受者が契約不適合を知ったときから１年以内にその旨を貸付者に通知しな

ければ請求をすることができない。ただし、契約不適合が貸付者の故意又は重過失による場合

は、この限りでない。 

４ 契約不適合が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受者は第１項及び第２

項に規定する請求をすることができない。 

（危険負担） 

第 15 条 借受者に引き渡される前に生じたこの物件の滅失又は毀損等の損害は、借受者の責めに

帰すべき理由による場合を除き、すべて貸付者が負担するものとする。この場合において、借受



者は、この契約を解除することができる。 

２ 借受者に引渡しがあった時以後に生じたこの物件の滅失又は毀損等の損害は、貸付者の責めに

帰すべき理由による場合を除き、すべて借受者が負担するものとする。この場合において、この

契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、貸付者は、当該部分についてこの

契約の履行を拒むことができるものとし、借受者は、当該部分に相当する契約代金の支払いを拒

むことができる。 

（物件の原状変更） 

第 16 条 借受者は、次の各号に掲げる行為をするときは、あらかじめ貸付者の承諾を得るものと

する。 

(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。 

(2) この物件を他の物件に付着するとき。 

(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。 

(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。 

（物件の返還等） 

第 17 条 借受者は、この契約が終了したときは、この物件を経年劣化及び通常の使用による損耗

を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、貸付者が認めた場合は、現状のままで返

還できるものとする。 

２ 借受者は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても貸付者に請求しないものとする。 

３ 貸付者は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する

費用は貸付者が負担するものとする。 

４ 借受者は、前項の撤去に際して必要があるときは、借受者の職員をして立会い、指示その他の

方法により、貸付者の履行状況を監督させることができる。 

５ 借受者は、貸付者が、正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原

状回復を行わないときは、貸付者に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行う

ことができる。この場合においては、貸付者は、借受者の処分又は原状回復について異議を申し

出ることができず、また、借受者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 

（賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し） 

第 18 条 借受者は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、貸付者に物件の賃貸の継続又は売渡しを

請求することができる。 

２ 前項の規定により、この物件の賃貸が継続又はこの物件が売渡される場合は、別途契約締結等

をするものとする。 



（契約内容の変更等） 

第 19 条 借受者は、必要があるときは、貸付者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの

物件の納入を一時中止させることができる。 

（借受者の催告による解除権） 

第 20 条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてこの契

約の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ

し、その期間を経過した時におけるこの契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし

て軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 使用開始日までにこの物件の納入を完了する見込みがないとき。 

(2) 正当な理由なく、第 14 条第１項の追完がなされないとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達する見込

みがないとき。 

２ 貸付者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、契約代金の総額の10分の１に相当

する額（契約の一部の履行があったときは契約代金の総額から履行部分に対する契約代金相当額

を控除して得た額の10分の１に相当する額）を違約金として、借受者の指定する期限内に支払わ

なければならない。 

（借受者の催告によらない解除権） 

第 21 条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

(1) 第２条の規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。 

(2) 正当な理由なく、貸付者又はその代理人若しくは使用人等が借受者の職務執行を妨げたと

き並びに貸付者又はその代理人若しくは使用人等に詐欺その他不正の行為があると認められる

とき。 

(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。 

(4) この契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(5) この契約の一部の履行が不可能である場合又はこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明

確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないと

き。 

(6) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、貸付者が履行の追完をしないでその時

期を経過したとき。 



(7) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４第１項の規定する者に該当する

と判明したとき。 

(8) この物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。 

(9) 行政官庁の処分又は刑事上の処分を受けたとき。 

(10) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の履行をせず、借受者が前条の催告をしても契約を

した目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。 

（借受者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限） 

第 22 条 第 20 条第１項各号又は前条第１項各号に定める場合が借受者の責めに帰すべき理由によ

るものであるときは、借受者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（予算の減額又は削除に伴う解除等） 

第 23 条 削除 

（借受者の任意解除権） 

第 24 条 借受者は、第 20 条又は第 21 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除

することができる。 

（貸付者の催告による解除権） 

第 25 条 貸付者は、借受者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてこの契約の履行の

催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時におけるこの契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ

るときは、この限りでない。 

（貸付者の催告によらない解除権） 

第 26 条 貸付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1) 借受者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。 

(2) 第 19 条の規定により借受者がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとす

る場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。 

(3) 第 19 条の規定により借受者が契約内容を変更しようとする場合において、契約代金総額

が、当初の２分の１以下に減少することとなるとき。 

(4) 借受者の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったと



き。 

（貸付者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限） 

第 27 条 第 25 条又は前条各号に定める場合が貸付者の責めに帰すべき理由によるものであるとき

は、貸付者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第 28 条 借受者は、この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、当

該履行部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。 

２ 前項による場合の物件の返還については、第 17 条の規定を準用する。 

（借受者の損害賠償請求） 

第 29 条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を請求することができる。 

(1) 使用開始日までにこの物件の納入を完了することができないとき。 

(2) 契約不適合があるとき。 

(3) 第 20 条又は第 21条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、この契約の履行をしないとき又は履行が不可能であるとき。 

（貸付者の損害賠償請求） 

第 30 条 貸付者は、第 24 条から第 26条の規定によりこの契約が解除されたときは、これによっ

て生じた損害の賠償を借受者に請求することができる。ただし、当該解除がこの契約及び取引上

の社会通念に照らして借受者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この

限りでない。 

（特定の違法行為に係る借受者の解除権） 

第 31 条 借受者は、貸付者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに

この契約を解除することができる。 

(1) 貸付者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下

「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は構成事業者である事業者団体が独占禁

止法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が貸付者に対し、独占

禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基

づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき

（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された場合を含

む。）。 



(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これら

の命令が貸付者又は貸付者が構成事業者である事業者団体（以下「貸付者等」という。）に対

して行われたときは、貸付者等に対する命令で確定したものをいい貸付者等に対して行われて

いないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号に

おいて「納付命令又は排除措置命令」という。）において、独占禁止法第３条又は第８条第１

項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 納付命令又は排除措置命令により、貸付者等に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が

示された場合において、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が貸付

者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎

である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたもの

であり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) 貸付者（貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、刑法

（明治 40年法律第 45号）第 96 条の６若しくは第 198 条に規定する刑又は独占禁止法第 89 条

第１項、第 90 条若しくは第 95 条（独占禁止法第 89 条第１項又は第 90条に規定する違反行為

をした場合に限る。）に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の場合において、契約解除に伴う措置については、第 28条の規定を準用する。 

（特定の違法行為に係る賠償金の予定） 

第 32 条 貸付者は、この契約に関して、前条各号のいずれかに該当するときは、借受者が契約を

解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約代金の総額の 10分の２に相当する額に契約金

額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、賠償金の支払いをした日現在の

政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）に基づき定められた政府契

約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した額を借受者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。ただし、前条第１項各号に掲げる場合において、納付命令又は排除措置命令の対象と

なる行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和 57 年公正取引委員会告

示第 15 号）第６項に規定する不当廉売である場合など借受者に金銭的損害が生じていないこと

を貸付者が立証し、借受者がこれを認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、この契約に関し、前条第１項各号のいずれかに該当し、かつ、

次の各号のいずれかに該当する場合、貸付者が支払うべき賠償金は、契約代金の総額の 10分の

３に相当する額に契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、賠償金

の支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）に

基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した額とする。 

(1) 借受者が、この契約に関し、談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得

た場合で、貸付者が、談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。 



(2) 前条第１項第４号に規定する刑に係る確定判決において、貸付者（貸付者が法人の場合に

あっては、その役員又は使用人を含む。）が違法行為の首謀者であることが明らかとなってい

るとき。 

(3) 前条第１項各号に規定する違法行為により桑名市請負工事入札参加者指名停止基準（平成

18 年告示第 159 号）により指名停止の措置を受け（桑名市請負工事入札参加者指名停止基準の

全部を改正する告示（平成 18 年告示第 159 号）による改正前の桑名市請負工事入札参加者指

名停止基準による措置を含む。）、その指名停止の期間の満了後３年を経過していないとき。 

(4) 刑法第 96条の６に規定する刑に係る確定判決において、貸付者（貸付者が法人の場合にあ

っては、その役員又は使用人を含む。）が借受者の職員に対し不正行為の働きかけを行ったこ

とが明らかとなっているとき。 

３ 借受者は、実際に生じた損害の額が前２項に規定する賠償金の額を超えるときは、貸付者に対

して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 

４ 前３項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

（暴力団等の排除措置） 

第 33 条 借受者は、この契約に関して、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

この契約を解除することができる。 

(1) 役員等（貸付者が個人である場合にはその者を、貸付者が法人である場合にはその法人の

役員又はその支店若しくは営業所（常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。以下同じ。）が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織

（以下「暴力団」という。）の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められると

き。 

(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与して

いると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係

を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与し

ていると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極

的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(4) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

(5) 貸付者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、貸付者は、契約代金の総額の 10 分

の１に相当する額を違約金として借受者の指定する期間内に支払わなければならない。 



３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

借受者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

（相殺） 

第 34 条 借受者は、貸付者に対して有する金銭債権があるときは、貸付者は借受者に対して有す

る契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 

（その他の事項） 

第 35 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要

に応じ、借受者と貸付者とが協議してこれを定めるものとする。 

（以下余白） 

 


